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は
じ
め
に

北
野
社
は
京
都
市
左
京
区
馬
喰
町
に
鎮
座
す
る
、
菅
原
道
真
を
祭
神
と
し
た
神
社

で
あ
る
。
北
野
社
・
北
野
天
神
・
天
満
大
自
在
天
神
社
等
と
も
呼
ば
れ
、
太
平
洋
戦

争
後
は
北
野
天
満
宮
と
称
し
て
現
在
に
至
る（

（
（

。
明
治
の
神
仏
分
離
ま
で
天
台
宗
の
門

跡
寺
院
曼
殊
院
が
別
当
を
務
め
て
お
り
、
本
論
当
該
時
は
良
恕
親
王
の
代
で
あ
っ

た（
（
（

。
さ
ら
に
松
梅
院
・
勝
徳
院
・
妙
蔵
院
な
ど
の
院
家
が
祠
官
と
呼
ば
れ
る
上
級
社

僧
と
し
て
奉
仕
し
て
お
り
、
中
で
も
松
梅
院
が
中
世
よ
り
近
世
に
か
け
て
公
文
所
・

神
事
奉
行
な
ど
の
社
務
の
実
権
を
掌
握
し
た
。
そ
し
て
宮
仕
で
あ
る
光
乗
坊
家
・
円

観
坊
家
な
ど
世
襲
の
下
級
社
僧
が
、
直
接
神
殿
へ
の
奉
仕
や
神
供
の
儀
を
沙
汰
し
て

い
た
。
中
世
の
北
野
社
で
は
曼
殊
院
門
跡
の
直
下
に
目
代
・
政
所
・
公
文
所
が
置
か

れ
、
公
文
所
下
に
祠
官
・
社
家
で
構
成
さ
れ
た
一
社
組
織
（
執
行
と
執
行
経
験
者
か

ら
な
る
宿
老
組
織
）、
そ
の
下
に
一
社
外
の
社
僧
、
更
に
そ
の
下
に
宮
仕
と
い
っ
た

支
配
体
制
が
形
成
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
宮
仕
と
松
梅
院
は
中
世
末
か
ら
近
世
に
か

け
て
衝
突
を
繰
り
返
し
て
お
り
、特
に
天
正
期
か
ら
慶
長
期
に
か
け
て
顕
著
で
あ
る
。

こ
の
時
期
は
門
跡
で
さ
え
、
北
野
社
務
は
松
梅
院
次
第
と
認
め
る
よ
う
に
、
松
梅
院

が
北
野
社
務
を
事
実
上
掌
握
し
て
い
た
。
し
か
し
そ
れ
は
門
跡
や
宮
仕
の
反
発
を
招

き
、
争
論
を
頻
発
さ
せ
る
要
因
と
も
な
る
。

北
野
社
争
論
に
南
光
坊
天
海
が
介
入
し
た
史
料
は
、
こ
れ
ま
で
確
認
は
さ
れ
て
い

る
も
の
の
ほ
と
ん
ど
取
り
上
げ
て
こ
ら
れ
な
か
っ
た
。
近
世
初
期
の
宮
仕
に
つ
い
て

詳
細
な
研
究
は
非
常
に
少
な
く
、
天
海
と
宮
仕
の
関
係
を
扱
っ
た
研
究
も
管
見
の
限

り
殆
ど
無
い（

（
（

。
そ
こ
で
本
論
で
は
、
史
料
紹
介
と
問
題
提
起
を
兼
ね
て
、
慶
長
十
八

年
（
一
六
一
三
）
と
元
和
三
年
（
一
六
一
七
）
の
北
野
社
争
論
に
対
す
る
天
海
の
関

与
を
整
理
し
て
み
た
い
。

一　

慶
長
十
八
年
の
座
配
争
論

争
論
の
発
端
は
『
北
野
社
家
日
記（

（
（

』（
以
下
『
日
記
』）
慶
長
十
七
年
（
一
六
一
二
）

十
二
月
条
に
見
ら
れ
る
松
梅
院
へ
の
宮
仕
参
礼
で
あ
っ
た
。
同
月
二
十
日
条
に
「
御

座
敷
以
後
、
宮
仕
礼
ニ
当
坊
へ
参
義
民
部
ニ
申
也
、
竹
門
様
当
坊
皆
々
同
座
敷
に
て

御
ふ
る
舞
」
と
あ
り
、
松
梅
院
禅
意
が
曼
殊
院
良
恕
に
対
し
て
、
宮
仕
が
松
梅
院
へ

礼
に
参
上
す
る
義
を
進
言
し
た
。
良
恕
、
禅
意
共
に
同
じ
座
敷
で
振
舞
が
催
さ
れ
て

い
る
事
は
、
当
時
の
松
梅
院
の
立
場
を
象
徴
し
て
い
る
と
共
に
、
自
己
の
権
威
を
宮

仕
に
示
す
強
い
意
志
が
窺
え
る
。
こ
の
件
が
公
に
な
る
の
は
三
日
後
で
あ
る
。

廿
三
日
、
天
気
吉
、

一
、
今
日
筑（
加
田
（後

・
民
部
両
人
来
、
先
廿
日
ニ
も
申
宮
仕
当
坊
へ
礼
ニ
来
義
被
申
来

候
、
此
前
法
印
禅
昌
時
ニ
六
帖
敷
・
八
帖
敷
御
三
座
敷
御
入
候
故
、
礼
ニ
成
間

敷
、
今
度
座
敷
な
き
事
ニ
テ
候
間
、
法
印
禅
昌
御
座
候
間
へ
宮
仕
上
三
人
可
入

被
申
候
ヲ
例
と
申
候
故
、
去
年
礼
ニ
不
参
候
ヲ〻
、
慶
長
十
六
年
よ
り
竹
門
様
へ

申
入
、
今
日
両
人
来
相
被
済
申
、
当
坊
旧
規
ノ
こ
と
く
ニ
ハ
竹
門
様
者
仰
被
出

候
へ
共
、
筑
後
・
民
部
あ
つ
か
ひ
申
、
則
し
き
ゐ
一
ツ
へ
た
て
上
六
人
座
敷
へ

入
、
若
年
之
宮
仕
共
者
し
き
ゐ
二
ツ
へ
た
て
座
敷
へ
可
入
由
ニ
相
済
申
候
、
則

民
部
・
筑
後
両
人
あ
つ
か
ひ
状
仕
、
当
坊
へ
給
也
、
両
人
八
嶋
へ
宮
仕
共
よ
ひ

付
候
て
申
被
渡
候
也
、
当
坊
へ
以
上
三
度
両
人
被
参
也
、
三
度
め
に
は
目
代
モ

一
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参
也
、
此
や
う
す
に
て
御
座
候
へ
共
、
又
竹
門
様
よ
り
宮
仕
ニ
状
仕
と
御
申
被

成
故
、
あ
つ
か
ひ
や
ふ
れ
申
也
、

（
後　

略
）

良
恕
か
ら
禅
意
へ
、
宮
仕
参
礼
に
つ
い
て
の
問
い
合
わ
せ
が
あ
り
、
禅
意
は
前
松
梅

院
禅
昌
の
際
は
三
座
敷
あ
っ
た
が
今
は
座
敷
が
無
い
上
、
禅
昌
の
時
が
先
例
に
は
な

ら
な
い
と
し
て
い
る
。
ま
た
去
年
は
参
礼
し
て
い
な
い
と
し
て
、
旧
規
に
敷
居
一
つ

を
隔
て
て
宮
仕
上
座
六
人
が
同
座
し
、
若
年
者
が
敷
居
二
つ
を
隔
て
る
先
例
を
示
し

た
。
今
回
の
参
礼
が
禅
意
の
意
図
に
よ
っ
て
進
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ

れ
に
対
し
て
宮
仕
は
、
上
座
三
人
が
松
梅
院
と
同
座
す
る
事
を
望
ん
だ
。
そ
の
た
め

禅
意
は
良
恕
よ
り
旧
規
通
り
と
の
内
諾
を
得
て
い
る
。
若
干
認
識
の
違
い
は
認
め
ら

れ
る
も
の
の
、
良
恕
は
禅
意
の
意
向
を
宮
仕
に
通
達
し
て
い
る
。
し
か
し
宮
仕
は
そ

の
意
向
に
従
わ
な
か
っ
た
。『
日
記
』
同
月
二
十
五
日
か
ら
二
十
六
日
条
に
よ
れ
ば
、

禅
意
は
、
曼
殊
院
門
跡
の
岡
民
部
・
加
田
筑
後
、
そ
し
て
宮
仕
等
と
と
も
に
所
司
代

板
倉
勝
重
の
も
と
に
赴
く
事
と
な
っ
た
が
、
こ
れ
は
良
恕
よ
り
勝
重
に
対
し
て
宮
仕

が
良
恕
の
意
向
に
従
わ
な
い
と
申
し
出
ら
れ
た
た
め
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
「
伊
賀
殿

へ
御
意
得
候
へ
は
、
先
規
・
旧
規
之
こ
と
く
可
申
付
之
由
ニ
テ
則
竹
門
様
へ
当
坊
参
、

筑
後
ニ
面
以
申
、
伊
賀
殿
は
先
規
・
旧
規
之
こ
と
く
と
被
仰
候
間
、
竹
門
様
へ
其
由

頼
存
候
由
申
罷
帰
候
」
と
、
勝
重
よ
り
北
野
社
法
は
別
当
た
る
曼
殊
院
門
跡
次
第
で

あ
る
と
さ
れ
た
。
そ
し
て
宮
仕
が
従
わ
な
い
場
合
は
さ
ら
に
糺
明
を
遂
げ
る
様
申
し

渡
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
宮
仕
は
あ
く
ま
で
松
梅
院
と
の
同
座
を
求
め
た
。『
日

記
』
同
月
晦
日
条
に
も
、
宮
仕
が
良
恕
の
命
に
背
く
事
は
勝
重
、
ひ
い
て
は
幕
命
に

背
く
こ
と
で
曲
事
で
あ
る
と
強
調
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
宮
仕
役
者
の
能
松
が
参
上

し
た
の
で
座
配
に
つ
い
て
問
い
た
だ
し
た
と
こ
ろ
、
能
松
は
聞
き
分
け
た
も
の
の
能

閑
が
意
に
背
い
て
い
る
と
い
う
。
慶
長
十
八
年
の
『
日
記
』
は
三
月
九
日
ま
で
し
か

現
存
し
な
い
が
、
こ
れ
か
ら
禅
意
と
宮
仕
の
関
係
が
急
速
に
悪
化
し
た
の
は
間
違
い

な
い
。
そ
れ
が
表
面
化
す
る
の
は
同
年
五
月
で
あ
る
。『
本
光
国
師
日
記（

（
（

』
同
年
五

月
二
十
一
日
条
に
収
め
ら
れ
る
、
崇
伝
と
板
倉
勝
重
に
宛
て
た
宮
仕
中
の
言
上
書
に

よ
れ
ば
、（

前　

略
）

一
、
今
度
松
梅
院
と
座
は
い
の
儀
ニ
付
而
、
乍
恐
申
上
候
、
然
者
、
松
梅
院
へ
宮

仕
中
年
頭
、
又
者
い
つ
に
て
も
参
候
時
者
、
宮
仕
上
六
人
ハ
、
松
梅
院
と
お
な

し
ま
に
て
御
酒
御
座
候
を
、
此
十
ヶ
年
余
已
前
ニ
座
を
可
隔
之
由
、
被
申
候
而
、

礼
を
不
被
請
候
、
然
ニ
其
時
ノ
宮
仕
之
一
臈
死
去
仕
候
、
去
々
年
之
冬
よ
り
、

竹
門
様
礼
ニ
参
候
へ
の
旨
、
被
仰
出
候
間
、
先
規
よ
り
如
在
来
の
作
法
ニ
御
座

候
者
、
随
御
意
礼
ニ
可
参
之
旨
、
申
上
候
へ
ハ
、
猶
座
を
可
隔
と
松
梅
院
被
申

候
間
、
さ
り
と
て
ハ
宮
仕
只
今
ノ
年
寄
共
存
知
来
ル
分
さ
へ
、
松
梅
院
三
代
宮

仕
の
年
寄
共
者
同
座
申
候
旨
、
竹
門
様
へ
度
々
御
理
申
上
候
へ
と
も
、
不
遂
聞

召
、
結
句
曲
事
之
旨
被
仰
候
而
、
宮
仕
今
ノ
一
臈
を
、
従
竹
門
様
被
成
闕
官
、

家
を
被
成
闕
所
候
義
者
、
余
ニ
な
け
か
し
き
儀
ニ
候
、
兎
角
如
有
来
被
仰
付
候

而
被
下
候
者
、
忝
可
奉
存
候
事
、

（
中　

略
）

と
あ
る
。
年
頭
の
座
配
に
つ
い
て
松
梅
院
に
て
宮
仕
六
人
が
同
座
す
る
と
こ
ろ
、
禅

意
が
別
座
を
要
求
し
、
本
来
同
座
で
御
酒
を
頂
戴
す
る
両
者
が
十
ヶ
年
程
座
を
隔
て

て
お
り
、
年
頭
の
参
礼
も
な
い
。
宮
仕
一
臈
の
死
去
に
伴
う
参
礼
に
も
、
禅
意
が
別

座
を
要
求
し
た
。
宮
仕
年
寄
が
知
る
限
り
、
松
梅
院
は
三
代
に
渉
っ
て
宮
仕
と
同
座

し
て
い
る
筈
で
あ
る
。
さ
ら
に
参
礼
を
命
じ
た
良
恕
ま
で
が
宮
仕
の
訴
え
を
曲
事
と

し
て
、
一
臈
能
閑
を
闕
官
・
闕
所
の
処
分
と
し
た
。
こ
の
訴
状
は
、
続
け
て
神
殿
に

お
い
て
松
梅
院
と
宮
仕
は
本
来
対
等
で
あ
る
事
、
清
僧
で
あ
っ
た
松
梅
院
や
妙
蔵
院

が
近
年
妻
帯
し
て
過
分
な
知
行
を
取
っ
て
い
る
事
、
松
梅
院
が
自
身
隠
居
所
の
た
め

に
神
木
を
伐
り
堂
社
を
破
壊
、
用
木
を
伐
り
売
り
し
て
い
る
等
、
松
梅
院
の
行
状
を

挙
げ
て
縷
々
非
難
し
て
い
る
。
こ
の
様
に
、
宮
仕
は
駿
府
に
出
向
い
て
能
閑
の
処
分

を
撤
回
す
る
よ
う
求
め
て
い
る
。

宮
仕
に
続
き
、
訴
訟
の
た
め
禅
意
も
駿
府
に
入
っ
た
。『
本
光
国
師
日
記
』
同
月

二
十
五
日
条
に
は
「
北
野
松
梅
院
下
、
竹
内
御
門
跡
五
月
十
三
日
之
状
来
、
并
證
文

二
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ノ
写
と
や
ら
三
通
来
」
と
あ
り
、
こ
こ
に
両
者
が
駿
府
で
対
決
す
る
こ
と
と
な
る
。

も
っ
と
も
、
崇
伝
や
板
倉
勝
重
は
里
村
昌
琢
等
か
ら
の
情
報
を
得
て
、
こ
の
争
論
を

事
前
に
把
握
し
て
い
た（

（
（

。
そ
し
て
こ
の
訴
訟
は
す
で
に
松
梅
院
に
有
利
で
あ
っ
た
。

し
か
し
宮
仕
に
助
力
す
る
動
き
も
あ
り
、
決
し
て
単
純
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
よ
う

で
あ
る
。

さ
て
、
宮
仕
方
よ
り
幕
府
に
上
げ
ら
れ
た
訴
訟
に
つ
い
て
下
さ
れ
た
裁
許
は
次
の

通
り
で
あ
っ
た
。『
駿
府
記（

（
（

』
慶
長
十
八
年
六
月
十
八
日
条
に
、

十
八
日
、
照
高
院
上
洛
、
北
野
松
梅
院
并
宮
仕
座
論
、
松
梅
院
可
有
下
知
旨
被

仰
、
宮
仕
能
閑
改
易
云
々
、
仰
曰
、
竹
内
曼
殊
院
御
門
跡
、
北
野
寺
務
万
事
可

為
仕
置
之
旨
被
仰
出
云
々
、

と
あ
り
、『
本
光
国
師
日
記
』
慶
長
十
八
年
六
月
十
九
日
条
に
も
「
松
梅
院
・
宮
仕

於
御
前
被　

聞
召
、
寺
務
竹
門
次
第
と
被　

仰
出
候
」
と
あ
る
よ
う
に
、
結
局
別
当

曼
殊
院
門
跡
次
第
と
さ
れ
た
。
幕
府
の
寺
社
行
政
と
し
て
は
、
北
野
社
務
を
門
跡
に

一
任
し
て
お
り
当
然
の
裁
許
で
あ
る
。
そ
し
て
能
閑
を
闕
官
処
分
に
し
た
の
は
良
恕

で
あ
り
、
幕
府
の
裁
許
は
宮
仕
の
敗
訴
を
意
味
し
て
い
た
。
不
利
な
立
場
に
立
た
さ

れ
た
宮
仕
は
、
幕
府
の
裁
許
を
不
服
と
し
て
さ
ら
な
る
動
き
を
見
せ
る
。「
宮
仕
中

言
上
書
案（

（
（

」
に
は
、「
今
度
松
梅
院
と
宮
仕
中
と
出
入
之
儀
、　　

上
様
被
聞
召
候
て
、

　

竹
門
様
次
第
と
被　

仰
出
候
、
然
共
、
此
儀
者
竹
門
様
も
松
梅
院
と
被
成
御
同
心
、

不
謂
儀
ニ
宮
仕
一
臈
の
家
を
竹
門
様
よ
り
理
不
尽
ニ
被
成
闕
所
候
故
、
今
度
之
申
分

出
来
候
事
」
と
、
幕
府
の
裁
許
に
対
し
て
良
恕
が
禅
意
と
同
心
し
て
不
当
に
能
閑
の

家
を
闕
所
に
し
た
と
反
論
し
て
い
る
。

一
方
で
宮
仕
は
駿
府
に
訴
訟
を
上
げ
る
と
同
時
に
、
良
恕
へ
の
取
り
成
し
を
南
光

坊
天
海
に
依
頼
し
て
い
る
。
宮
仕
の
出
納
記
録
で
あ
る
『
年
行
事
帳（

（
（

』
慶
長
十
八
年

五
月
二
十
一
日
・
二
十
三
日
両
条
に
よ
れ
ば
、
宮
仕
が
天
海
へ
見
舞
に
訪
れ
て
い
る

事
が
わ
か
る
。
さ
ら
に
同
年
六
月
四
日
条
か
ら
も
、
宮
仕
が
継
続
的
に
天
海
と
接
触

し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
時
期
か
ら
見
て
訴
訟
を
有
利
に
す
る
た
め
と
思
わ
れ
、

天
台
僧
、
幕
府
関
係
者
と
し
て
の
天
海
の
立
場
に
期
待
し
て
い
る
事
が
明
ら
か
で
あ

る
。能

閑
の
還
住
が
実
現
し
た
か
ど
う
か
明
確
な
史
料
は
な
く
、
元
和
二
年
に
同
様
の

争
論
が
再
発
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
一
旦
沈
静
化
し
た
か
そ
の
ま
ま
持
ち
越
さ
れ
た

可
能
性
が
高
い（
（（
（

。

二　

元
和
二
年
の
座
配
争
論

再
び
争
論
が
再
発
す
る
の
は
元
和
二
年
（
一
六
一
六
）
で
あ
る
。「
能
閑
覚
書（
（（
（

」

に
よ
れ
ば
、

留
覚　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

能
閑
申
分

一
、
今
度
従　

御
寺
務
様
松
梅
院
へ
礼
に
ま
い
り
申
候
へ
の
旨
被
仰
出
候
間
、
先

御
請
申
候
事
、

一
、
礼
に
ま
い
り
申
ニ
付
而
、
座
は
い
の
儀
非
例
無
御
座
様
、
能
々
被
成
御
吟
味

被　

仰
付
候
て
被
下
候
者
、
可
忝
奉
存
候
、
然
者
、
我
等
罷
直
候
時
従　

御
寺

務
様
御
案
文
を
被
下
候
、
則
言
上
申
候
誓
紙
ニ
モ
社
法
ニ
非
例
成
儀
候
者
、
達

而
御
理
可
申
与
仕
候
事
付
、
大
御
所
様
之
御
前
に
て
座
は
い
の
せ
ん
さ
く
一
切

無
之
候
事

一
、
御
寺
務
様
よ
り
座
は
い
の
儀
少
も
御
か
ま
ひ
被
成
間
敷
之
旨
、
去
年
南
光
坊

よ
り
宮
仕
中
へ
慥
ニ
□
仰
渡
候
処
、
只
今
御
相
違
之
段
、
何
共
不
審
存
候
事
、

右
条
々
具
被
仰
上
候
て
可
被
下
候
、
と
か
く
年
寄
之
儀
候
条
、
被
加
憐
愍
候

様
ニ
奉
頼
存
候
、
以
上
、

　　

八
元
和
二
年

月
廿
七
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

能
閑
判

　

目
代
殿

と
あ
り
、
良
恕
の
命
に
よ
っ
て
禅
意
の
も
と
に
参
礼
し
た
が
、
良
恕
か
ら
座
配
の
儀

は
お
構
い
な
し
と
の
沙
汰
を
得
て
い
る
。
去
年
天
海
か
ら
宮
仕
へ
も
確
か
に
仰
せ
渡

三
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さ
れ
た
の
に
、
今
違
っ
て
い
る
の
は
不
審
で
あ
る
。
と
に
か
く
能
閑
は
年
寄
り
で
も

あ
り
、
憐
愍
を
加
え
ら
れ
る
よ
う
に
と
、
昭
世
に
申
し
出
て
い
る
。
駿
府
に
お
け
る

裁
許
で
は
門
跡
次
第
と
し
な
が
ら
、
座
配
自
体
に
つ
い
て
の
詮
議
が
無
か
っ
た
こ

と
、
元
和
元
年
（
一
六
一
五
）
の
段
階
で
良
恕
か
ら
座
配
に
つ
い
て
お
構
い
な
し
の

沙
汰
を
得
て
い
た
事
が
窺
え
る
。
そ
れ
を
宮
仕
に
伝
達
し
た
の
は
天
海
で
あ
り
、
宮

仕
の
意
を
う
け
て
行
動
し
て
い
た
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
。
し
か
し
元
和
二
年

十
二
月
一
日
、
能
閑
は
闕
所
・
闕
官
に
処
さ
れ
る
。
同
日
条
の
『
日
記
』
に
よ
れ
ば

「
竹
内
殿
へ
参
、
一
札
、
又
ハ
能
閑
罪
科
ニ
い
そ
き
被
仰
付
候
而
可
然
由
申
上
」
と

あ
り
、
禅
意
が
良
恕
に
能
閑
を
罪
科
に
処
す
べ
き
旨
を
言
上
し
て
い
る
。
先
に
述
べ

た
通
り
、
北
野
社
務
は
神
事
奉
行
で
あ
る
松
梅
院
に
よ
っ
て
掌
握
さ
れ
て
い
た
に
も

関
わ
ら
ず
、
禅
意
が
良
恕
に
宮
仕
処
分
の
下
知
を
委
ね
て
い
る
の
は
、
慶
長
十
八

年
（
一
六
一
三
）
六
月
の
幕
府
に
よ
る
裁
許
が
影
響
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
禅
意

が
良
恕
の
意
向
を
遵
守
し
て
い
る
の
は
、
幕
府
の
裁
許
自
体
は
松
梅
院
に
有
利
で
あ

る
も
の
の
、
名
目
上
北
野
社
務
が
別
当
曼
殊
院
次
第
で
あ
る
事
を
示
し
て
い
る
。
こ

れ
よ
り
良
恕
と
禅
意
は
強
行
に
能
閑
の
闕
所
・
闕
官
を
推
し
進
め
て
い
る
。『
日
記
』

十
二
月
十
日
条
に
よ
れ
ば
、「
即
我
等
参
、
御
た
い
め
ん
に
て
、
内
々
能
閑
儀
此
比

筑（
都
筑
（

紫
都
治
左（
マ
マ
（右

衛
門
を
以
板
倉
伊（
勝
重
（

賀
守
ニ
被
仰
入
候
へ
は
、
如
旧
例
之
急
度
被
仰
付

可
然
由
被
申
条
、
只
今
面
に
て
と
く
と
御
談
合
可
有
候
、
依
よ
ひ
に
遣
也
と
之
御
意

也
、
即
如
旧
例
之
御
教
書
目
代
ニ
只
今
可
遣
、
い
そ
き
ケ
（
欠
所
（

ツ
シ
ヨ
有
様
ニ
罷
か
へ
り

申
付
よ
と
被
仰
ル
」
と
あ
り
、
能
閑
闕
所
に
あ
た
り
旧
例
に
従
い
御
教
書
を
発
給
す

る
よ
う
に
、
板
倉
勝
重
が
禅
意
に
申
し
付
け
て
い
る
。
そ
し
て
次
の
御
教
書
が
発
給

さ
れ
て
、
能
閑
家
は
闕
所
に
な
っ
た
。

能
閑
度
々
曲
事
之
子
細
有
之
間
、
任
旧
例
早
可
有
罪
科
之
旨
、
一
社
中
可
令
相

触
給
之
趣
被　

仰
出
候
也
、
恐
々
謹
言
、

十元
和
二
年二

月
十
日　
　
　
　
　
　
　
　

梅〔
松
カ
〕寿

丸

政
（
花
徳
院
光
世
（

所　
御
房

『
日
記
』
同
日
条
に
よ
れ
ば
、
同
日
七
時
に
は
良
恕
よ
り
御
教
書
が
発
給
さ
れ
、

即
日
に
能
閑
は
闕
所
・
闕
官
さ
れ
て
い
る
。
家
は
松
梅
院
と
目
代
が
分
割
で
取
り
上

げ
、
能
閑
は
京
を
追
放
さ
れ
た
。
こ
の
処
置
に
対
し
て
、
能
閑
は
曼
殊
院
門
跡
の
西

池
長
介
に
次
の
よ
う
な
言
上
を
し
て
い
る（
（（
（

。

謹
而
言
上　
　
　

北
野
宮
仕
一
老
能
閑

当
年
八
月
廿
六
日
ニ
従　

御
寺
務
様
目
代
を
御
使
に
て
松
梅
院
へ
我
等
ニ
礼
に

ま
い
り
申
候
へ
の
旨
被　

仰
出
候
間
、
則
礼
に
ま
い
り
申
候
事
御
請
申
候
て
次

ノ
日
以
書
付
座
拝
之
儀
非
例
ニ
無
御
座
様
ニ
能
々
被
成
御
吟
味
被
仰
付
候
様
に

と
以
目
代
申
上
候
処
ニ
、
御
取
次
の
人
無
之
旨
目
代
被
申
候
て
書
付
を
我
等
か

た
へ
返
し
被
申
候
間
、　

院
御
所
様
ニ
御
座
候
三
級
を
頼
申
、　

御
寺
務
様
へ
座

拝
之
儀
御
理
申
上
候
へ
者
、
座
拝
の
事
ハ　

御
寺
務
様
ニ
ハ
御
か
ま
ひ
被
成
間

敷
候
間
、
あ
い
て
む
か
い
分
別
次
第
ニ
仕
候
へ
と
殊
南
光
坊
僧
正
の
前
に
て
、

九
月
七
日
ニ
、
三
級
被
仰
渡
候
間
忝
奉
存
、
即　

御
寺
務
様
へ
御
礼
に
め
し
つ

れ
ら
れ
候
て
被
下
候
へ
と
申
候
へ
者
、
そ
れ
に
不
及
、
三
級
御
請
取
被
成
候
と

被
仰
候
キ
、
左
様
ニ
御
座
候
て
九
月
九
日
ニ
松
梅
院
へ
礼
に
ま
い
り
候
て
、
松

梅
院
座
敷
へ
不
被
出
、
先
に
両
人
の
以
役
者
座
は
い
の
儀
ハ
如
何
可
在
候
と
相

尋
申
候
へ
者
、
ゑ
ん
に
ゐ
申
候
へ
と
被
申
候
間
、
左
様
ニ
ハ
在
間
敷
事
と
申
候

へ
者
、
然
者
、
礼
を
請
間
敷
と
被
申
候
間
、
無
是
非
罷
帰
候
、
然
所
に
、
即
日

ニ
又
目
代
を
被
下
候
て
、
座
は
い
の
事
御
寺
務
様
ハ
御
か
ま
ひ
被
成
間
敷
と
の

儀
ハ
い
か
や
う
の
人
御
取
次
に
て
被
仰
出
候
哉
と
御
尋
被
成
候
間
、　

院
御
所

様
の
以
三
級
申
上
候
旨
申
候
へ
者
、
若
三
級
無
座
拝
候
ハ
ヽ
可
為
曲
事
と
被
仰

捨
候
て
、
重
而
そ
の
御
せ
ん
さ
く
も
不
被
成
、
当
月
十
日
ニ
、
何
者
曲
事
の
無

子
細
、
闕
官
ノ
御
教
書
を
被
成
、
そ
の
う
へ
家
を
こ
と
〳
〵
く
御
こ
ほ
ち
御
と

り
候
儀
候
、
あ
ま
り
に
〳
〵
〳
〵
御
な
け
か
し
き
の
御
事
ニ
候
、
と
か
く
三
級

中
説
を
被
仰
候
哉
、
又
我
等
虚
言
を
申
上
候
哉
、
よ
く
〳
〵
御
せ
ん
さ
く
可
被

成
候
、
自
然
相
不
極
候
ハ
ヽ
、
天
下
の
於
御
奉
行
所
ニ
三
級
与
我
と
両
人
ニ
鉄

火
被
仰
付
、
我
等
の
私
曲
無
御
座
候
ハ
ヽ
、
御
赦
免
被
成
、
又
家
を
も
如
前
々
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無
相
違
御
立
被
成
、
返
し
被
下
候
様
ニ
奉
頼
存
候
、
以
上
、

元
和
二
辰

拾
二
月
十
四
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

能
閑
（
花
押
）

北
野
御
寺
務
様
御
内

西
池
長
介
殿
へ　

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
元
和
二
年
八
月
二
十
六
日
に
、
良
恕
が
松
梅
院
迄
参
礼
す
る
よ
う

宮
仕
に
命
じ
た
た
め
、
座
配
の
儀
は
非
例
で
あ
る
旨
吟
味
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
目

代
昭
世
を
通
じ
て
良
恕
に
申
し
出
た
所
、
取
り
次
ぎ
の
者
が
い
な
い
と
書
付
を
返
さ

れ
た
。
そ
の
た
め
仙
洞
御
所
の
中
院
三
級
に
取
り
次
ぎ
を
依
頼
し
た
。
三
級
は
九
月

七
日
に
、
座
配
の
儀
は
お
構
い
な
し
、
禅
意
の
分
別
次
第
と
天
海
同
座
の
席
で
仰
せ

ら
れ
た
。
そ
の
た
め
良
恕
へ
参
礼
し
た
い
と
言
う
と
、
三
級
が
取
り
次
い
で
お
く
と

言
い
、
そ
の
後
九
日
に
松
梅
院
へ
参
礼
し
た
所
、
禅
意
は
座
敷
に
出
ず
に
座
配
の
儀

に
つ
い
て
問
い
た
だ
し
た
。
そ
の
上
別
座
を
命
じ
た
の
で
、
不
服
と
し
た
と
こ
ろ
、

礼
は
請
け
ら
れ
な
い
と
対
面
し
な
か
っ
た
。
そ
の
日
の
う
ち
に
昭
世
が
、
誰
に
よ
る

取
り
次
ぎ
か
問
い
た
だ
し
た
た
め
、
三
級
で
あ
る
と
伝
え
た
と
こ
ろ
、
も
し
三
級
が

取
り
次
い
で
い
な
け
れ
ば
曲
事
で
あ
る
と
い
い
、
そ
の
後
満
足
な
詮
索
も
な
く
十
二

月
十
日
、
突
如
闕
官
の
御
教
書
を
出
さ
れ
、
悉
く
家
を
闕
所
さ
れ
た
。
三
級
が
取
り

継
が
な
か
っ
た
の
か
、
宮
仕
の
虚
言
か
を
詮
索
し
て
ほ
し
い
。
も
し
決
着
が
つ
か
な

け
れ
ば
、
奉
行
所
で
の
三
級
と
宮
仕
の
直
接
対
決
も
辞
さ
な
い
と
言
上
し
て
い
る
。

宮
仕
は
仙
洞
御
所
に
あ
っ
て
影
響
力
を
持
っ
て
い
た
中
院
三
級
に
良
恕
へ
の
取
り
次

ぎ
を
依
頼
し
て
い
る（
（（
（

。
良
恕
と
後
陽
成
院
が
誠
仁
親
王
（
陽
光
院
）
を
父
と
す
る
兄

弟
で
あ
り
、
三
級
は
良
恕
と
近
い
関
係
で
あ
っ
た（
（（
（

。
加
え
て
そ
の
場
に
天
海
が
祗
候

し
て
い
る
事
も
、
他
の
諸
記
録
か
ら
見
て
不
審
で
は
な
い（
（（
（

。
し
か
し
こ
の
「
能
閑
言

上
」
の
主
張
が
事
実
な
ら
ば
、
三
級
が
取
り
次
い
だ
筈
の
宮
仕
の
訴
え
は
良
恕
に
届

い
て
い
な
い
。
良
恕
や
三
級
が
宮
仕
の
訴
え
を
退
け
た
か
、
昭
世
が
独
断
で
宮
仕
を

処
断
し
よ
う
と
し
た
事
が
考
え
ら
れ
る
。
一
貫
し
て
宮
仕
は
天
海
を
頼
り
赦
免
の
取

り
な
し
を
依
頼
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
禅
意
・
禅
昌
宛
の
天
海
書
状（
（（
（

に
よ
れ
ば
、

尚
々
、以
来
儀
ハ
、無
如
在
様
ニ
随
分
可
申
付
候
間
、其
御
心
得
尤
候
、以
上
、

昨
日
者
、
御
出
申
承
本
望
候
、
今
日
為
御
見
廻
罷
越
候
間
、
軈
而
罷
帰
可
申
入

候
、
然
者
、
能
閑
事
竹
門
様
御
前
可
然
様
ニ
御
取
成
候
て
、
我
等
留
守
中
ニ
御

礼
被
申
上
候
様
ニ
尤
候
、
則
書
状
進
候
間
、
弥
々
御
取
成
任
入
候
、
恐
々
謹
言

十
二
月
四
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

南
僧
正

天
海
（
花
押
）

徳
勝
院
様

松
梅
院
様

几
下

と
あ
り
、
天
海
が
能
閑
赦
免
に
つ
い
て
禅
意
・
禅
昌
、
そ
し
て
良
恕
に
取
り
な
し
て

い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
年
未
詳
で
あ
る
が
、
功
を
奏
し
て
い
る
内
容
か
ら
元
和
三
年

以
降
で
あ
ろ
う
か
。
元
和
元
年
よ
り
天
海
は
こ
の
争
論
に
介
入
し
て
お
り
、
結
果
と

し
て
能
閑
は
赦
免
さ
れ
て
い
る
。そ
れ
を
示
す
の
が
岡
本
治
部
宛
能
閑
書
状（
（（
（

で
あ
る
。

今
度　

御
寺
務
様
へ
南
光
坊
僧
正
様
被
仰
上
候
付
而
、
我
等
之
儀
御
赦
免
之
段

忝
存
候
、
被
加
御
憐
愍
候
様
、
御
取
成
奉
頼
候
、
於
向
後　

御
寺
務
様
之
御
事

無
沙
汰
仕
間
敷
候
、
此
旨
偽
申
ニ
付
而
天
満
天
神
之
可
蒙
御
罰
候
、
仍
起
請
文

如
件
、

卯
月
晦
日　
　
　
　
　
　

能
閑
（
花
押
）

竹
内
御
門
跡
様
御
内

岡
本
治
部
殿

能
閑
の
赦
免
に
つ
い
て
、
天
海
が
良
恕
に
取
り
な
し
、
そ
れ
が
功
を
奏
し
た
事
が
わ

か
る
。
能
閑
赦
免
後
の
元
和
三
年
以
降
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
慶
長
十
七
年
か
ら
元
和

三
年
ま
で
も
つ
れ
込
ん
だ
座
配
争
論
は
、
座
配
の
是
非
や
格
式
よ
り
も
、
能
閑
の
闕

官
・
闕
所
の
赦
免
問
題
へ
と
変
化
し
て
い
っ
た
。
北
野
社
宮
仕
中
宛
天
海
書
状（
（（
（

に
よ

れ
ば
、

以
上
、

今
度
竹
門
様
申
、
一
老
能
閑
如
前
々
直
候
、
然
者
、
松
梅
院
は
宮
仕
中
座
拝
之
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儀
者
、
竹
門
に
御
構
被
成
間
敷
旨
被
仰
候
間
、
追
而
可
被
相
究
候
、
先
以
還
住

珍
重
に
候
、
此
由
残
衆
へ
も
慥
に
可
被
申
渡
候
事
専
用
に
候
、
不
宣
、

六
月
十
七
日　
　
　
　
　
　
　

南
光
坊
僧
正

天
海
（
花
押
）

北
野
宮
仕
中

能
運

能
金

能
札

能
存

能
作

能
松

と
あ
る
。
天
海
か
ら
宮
仕
中
に
対
し
て
座
配
の
儀
は
追
っ
て
究
明
す
る
の
で
、
ま
ず

能
閑
が
宮
仕
一
臈
に
還
住
す
る
べ
し
と
の
沙
汰
が
下
っ
た
と
伝
達
さ
れ
て
い
る
。
ま

た
同
日
の
北
野
目
代
昭
世
宛
天
海
書
状（
（（
（

に
は
、

以
上
、

能
閑
家
之
儀
、
従　

竹
門
疾
ニ
被
返
置
候
之
由
、
堅
被
仰
付
候
処
、
遅
々
如
何

無
心
元
候
、
我
等
よ
り
其
段
心
得
候
へ
由
承
候
間
、
申
越
候
、
今
日
中
早
々
被

相
渡
尤
候
、
若
又
替
儀
候
者
、
様
子
可
被
申
候
、
以
上
、

山（
マ
マ
（
門
南
僧
正

六
月
十
七
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

天
（
花
押
）

北
野目

代
参

と
し
て
、闕
所
に
な
っ
た
能
閑
の
家
を
返
還
す
る
よ
う
良
恕
か
ら
命
じ
ら
れ
た
の
に
、

遅
々
と
し
て
進
ま
な
い
事
を
指
摘
し
て
、
今
日
中
に
で
も
返
還
す
る
よ
う
目
代
昭
世

に
命
じ
て
い
る
。
北
野
社
宮
仕
中
宛
天
海
書
状（
（（
（

に
よ
れ
ば
、

以
上
、

如
先
書
申
遣
候
、
従
竹
門
一
老
能
閑
諸
事
無
異
儀
候
、
各
可
成
其
意
候
、
為
其

重
而
被
相
触
事
候
、
不
宣
、

七
月
廿
九
日　
　
　
　
　
　
　

南
光（
マ
マ
（房

僧
正

天
海
（
花
押
）

北
野
宮
仕
中

能
運

能
金

能
札

能
存

能
作

能
松

と
あ
り
、
再
び
宮
仕
に
赦
免
還
住
の
旨
を
伝
達
し
て
い
る
。
北
野
社
に
お
い
て
曼
殊

院
門
跡
の
意
向
を
実
行
す
る
の
は
目
代
だ
が
、
目
代
が
宮
仕
赦
免
に
積
極
的
で
な
い

の
は
闕
所
に
よ
り
生
ず
る
目
代
の
利
権
な
ど
が
考
え
ら
れ
る（
（（
（

。
こ
れ
ら
三
点
の
書
状

は
い
ず
れ
も
写
し
で
あ
る
が
、「
還
住
」
や
「
返
却
」
と
の
文
言
か
ら
、
一
度
能
閑

が
闕
所
さ
れ
た
元
和
三
年
以
降
と
推
定
さ
れ
る
。

小
結

能
閑
は
天
正
十
五
年（
一
五
八
七
）に
宮
仕
参
拝
の
件
で
、慶
長
八
年（
一
六
〇
三
）

に
は
宮
仕
弟
子
に
関
わ
る
件
で
、
松
梅
院
と
こ
と
ご
と
く
対
立
し
て
い
る
。
能
閑
が

門
跡
の
悪
口
を
言
っ
た
と
し
て
処
罰
さ
れ
そ
う
に
な
っ
た
事
も
あ
り
、能
閑
と
祠
官
・

門
跡
間
の
関
係
は
良
好
で
は
な
い
。
し
か
し
能
閑
は
宮
仕
中
や
北
野
社
内
に
大
き
な

影
響
力
を
持
ち
、
宮
仕
の
権
利
を
主
張
す
る
急
先
鋒
と
し
て
活
動
し
て
い
た
。
さ
ら

に
能
閑
は
豊
臣
秀
吉
や
浅
野
長
政
と
も
つ
な
が
り
が
あ
っ
た
事
や
徳
川
家
康
に
源
氏

物
語
と
伊
勢
物
語
の
切
紙
伝
受
を
し
た
と
も
言
わ
れ
、
徳
川
秀
忠
上
洛
時
に
は
能
閑

家
が
宿
坊
に
な
っ
た
と
の
先
学
の
指
摘
も
あ
る
。
当
時
の
宮
仕
中
で
も
特
異
な
人
物

で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
、
そ
の
後
天
海
は
北
野
社
に
関
わ
っ
た
形
跡
が
史
料
上
見
ら
れ
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な
い
。
能
閑
が
関
わ
る
故
に
、
幕
府
の
裁
許
と
は
別
に
内
意
を
う
け
て
調
整
役
を
勤

め
て
い
た
可
能
性
も
あ
る
が
、
現
段
階
で
は
推
測
の
域
を
出
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ

宮
仕
の
主
張
で
は
良
恕
が
座
配
の
件
を
不
当
に
覆
し
て
断
罪
し
た
と
主
張
し
て
お

り
、
事
実
で
あ
れ
ば
取
り
な
し
た
天
海
も
面
子
を
潰
さ
れ
た
こ
と
と
な
る
。
少
な
く

と
も
良
恕
と
天
海
の
間
に
隔
意
が
生
じ
た
事
は
想
像
で
き
る
。

北
野
社
の
座
配
争
論
は
、本
来
一
貫
し
て
天
台
宗
に
有
利
な
行
動
を
と
る
天
海
が
、

当
初
の
幕
府
の
裁
許
や
曼
殊
院
門
跡
の
意
向
を
押
さ
え
て
ま
で
宮
仕
を
擁
護
し
た
特

異
な
例
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

註
（（）
竹
内
秀
雄
『
天
満
宮
』
吉
川
弘
文
館　

一
九
六
八

（（）
新
井
栄
蔵
「
影
印
毘
沙
門
堂
蔵
良
恕
親
王
附
属
天
海
大
増
正
受
古
今
伝
授
切
紙

一
種
」（『
国
文
学
年　

次
別
論
文
集
近
世
』
一
九
八
二
）

（（）
新
井
栄
蔵
「
影
印
毘
沙
門
堂
蔵
良
恕
親
王
附
属
天
海
大
増
正
受
古
今
伝
授
切
紙

一
種
」『
国
文
学
年　

次
別
論
文
集
近
世
』
一
九
八
二
の
中
で
、
天
海
書
状
を

挙
げ
て
、
天
海
の
北
野
社
へ
の
介
入
が
良
恕
と
の
関
係
に
影
響
し
て
い
る
可
能

性
が
あ
る
と
の
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
社
家
の
文
事
の
見
知
か
ら
棚

町
知
彌
・
橋
本
政
宣
編
『
社
家
文
事
の
地
域
史
』
思
文
閣
出
版　

二
〇
〇
五
で

宮
仕
史
料
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

（（）
『
北
野
社
家
日
記
』
第
六　

続
群
書
類
従
完
成
会　

一
九
七
三
。
以
下
、『
日
記
』

は
断
ら
な
い
限
り
こ
れ
に
よ
る
。

（（）
副
島
種
経
校
訂
『
新
訂
本
光
国
師
日
記
』
第
二　

続
群
書
類
従
完
成
会　

一
九
六
七

（（）
三
月
二
十
二
日
付
、
松
梅
院
禅
意
宛
里
村
昌
琢
書
状
（『
北
野
天
満
宮
史
料
』

古
文
書
所
収　

北
野
天
満
宮
史
料
刊
行
会　

一
九
七
八
）

（（）
『
史
籍
雑
纂
』
第
二　

国
書
刊
行
会　

一
九
一
一

（（）
『
北
野
光
乗
坊
文
書
』
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
所
蔵

（（）
『
北
野
天
満
宮
史
料
』
宮
仕
記
録　

北
野
天
満
宮
史
料
刊
行
会

（（0）
こ
の
間
の
『
日
記
』
が
確
認
で
き
な
い
た
め
推
測
の
域
を
出
な
い
が
、
そ
の
他

の
関
連
史
料
に
も
表
だ
っ
た
争
論
の
状
況
を
示
す
も
の
は
見
ら
れ
な
い
。
慶
長

十
九
年
は
大
坂
の
陣
が
勃
発
、
元
和
元
年
四
月
に
は
駿
府
に
お
い
て
家
康
が
死

去
し
て
い
る
。
そ
の
様
な
状
況
の
中
で
、
一
度
駿
府
で
裁
許
さ
れ
て
た
公
事
が

再
び
御
前
に
上
る
こ
と
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

（（（）
『
北
野
光
乗
坊
文
書
』
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
所
蔵
。
棚
町
知
彌
・
橋
本
政
宣

編
『
社
家
文
事
の
地
域
史
』
思
文
閣
出
版　

二
〇
〇
五
に
お
い
て
、
棚
町
氏
が

翻
刻
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
「
座
配
」
を
「
座
拝
」
と
し
て
い
る
が
、
座
次

と
拝
謁
の
両
方
に
つ
い
て
の
争
論
で
あ
る
か
ら
妥
当
な
表
現
と
も
言
え
る
が
、

一
般
的
な
表
現
に
従
い
史
料
翻
刻
以
外
は
「
座
配
」
で
統
一
し
た
。

（（（）
「
北
野
光
乗
坊
文
書
」
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
所
蔵
。
棚
町
知
彌
・
橋
本
政
宣

編
『
社
家
文
事
の
地
域
史
』
思
文
閣
出
版　

二
〇
〇
五
に
お
い
て
、
棚
町
氏
が

翻
刻
さ
れ
て
い
る
の
は
、
同
内
容
の
別
史
料
で
あ
る
。
恐
ら
く
提
出
に
先
立
っ

て
案
文
と
し
て
何
点
か
作
成
さ
れ
て
、
控
え
と
し
て
残
っ
た
物
で
あ
ろ
う
。

（（（）
中
院
三
級
は
前
毘
沙
門
堂
門
跡
公
厳
で
あ
る
。
還
俗
し
て
三
級
（
三
休
）
と
名

乗
り
、
後
陽
成
院
の
仙
洞
御
所
に
伺
候
し
て
「
後
陽
成
院
洞
中
」
と
称
さ
れ
た

人
物
で
あ
る
。（
岡
田
三
津
子
「
蓬
左
文
庫
『
源
平
盛
衰
記
』
写
本
再
考―

書

写
者
玄
庵
三
級
の
検
討
を
通
し
て―

」『
軍
記
物
語
の
窓
』
第
三
集　

関
西
軍

記
物
語
研
究
会　

二
〇
〇
七
、拙
稿
「
近
世
初
期
天
台
宗
門
跡
の
一
考
察
」『
鴨

台
史
学
』
第
七
号　

二
〇
〇
七
）

（（（）
和
歌
や
文
芸
、さ
ら
に
朝
儀
復
興
等
を
通
じ
て
親
交
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、

前
毘
沙
門
堂
門
跡
で
あ
る
三
級
が
同
じ
く
天
台
門
跡
で
あ
る
曼
殊
院
良
恕
と
近

い
関
係
に
あ
る
の
も
自
然
で
あ
ろ
う
。

（（（）
『
言
緒
卿
記
』『
時
慶
卿
記
』
等
に
、
天
海
と
三
級
が
仙
洞
御
所
に
出
入
り
し

て
い
る
様
子
が
確
認
で
き
る
。

（（（）
『
北
野
天
満
宮
史
料
』
古
文
書　

北
野
天
満
宮
史
料
刊
行
会
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（（（）
「
北
野
光
乗
坊
文
書
」
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
所
蔵

（（（）
北
野
天
満
宮
所
蔵
（『
慈
眼
大
師
全
集　

上
』「
慈
眼
大
師
文
書
纂
」
所
収
）

（（（）
現
蔵
者
不
明
（『
第
四
号　

京
都
古
書
籍
・
古
書
画
資
料
目
録
』
二
〇
〇
三
掲

載
写
真
版
よ
り
翻
刻
）

（（0）
北
野
天
満
宮
所
蔵
（『
慈
眼
大
師
全
集　

上
』「
慈
眼
大
師
文
書
纂
」
所
収
）

（（（）
こ
れ
ら
三
点
の
天
海
書
状
は
い
ず
れ
も
天
海
自
筆
と
は
考
え
に
く
い
史
料
で
あ

る
。
し
か
し
宮
仕
に
有
利
な
二
点
が
宮
仕
家
で
な
く
北
野
天
満
宮
に
現
存
し
て

お
り
、
天
海
の
斡
旋
も
事
実
で
あ
る
。
恐
ら
く
は
祠
官
家
等
社
務
方
の
控
え
で

あ
ろ
う
か
。
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中
川
仁
喜
氏　

学
位
請
求
論
文
要
旨
（
課
程
博
士
）

「
近
世
天
台
宗
の
成
立
と
展
開
」

天
海
は
近
世
初
期
の
天
台
僧
で
あ
る
。
比
叡
山
、
日
光
山
を
復
興
し
、
東
叡
山
寛

永
寺
を
創
建
し
て
関
東
天
台
宗
の
一
大
拠
点
と
し
た
。
天
海
は
江
戸
幕
府
、
つ
ま
り

徳
川
将
軍
家
の
帰
依
を
受
け
て
そ
れ
ら
の
事
業
を
成
し
遂
げ
た
。
こ
れ
ま
で
の
研
究

は
そ
の
宗
教
政
策
面
の
み
が
大
き
く
取
り
上
げ
ら
れ
、
天
海
の
学
僧
と
し
て
の
一
面

は
あ
ま
り
語
ら
れ
て
き
て
い
な
か
っ
た
。
歴
史
学
で
は
政
治
史
が
中
心
と
な
り
、
天

海
も
そ
の
範
疇
に
お
い
て
位
置
付
け
ら
れ
た
。
天
海
に
つ
い
て
総
合
的
に
、
も
し
く

は
幕
府
の
宗
教
政
策
か
ら
扱
っ
た
研
究
は
多
い
が
、
天
海
の
学
識
面
は
未
開
拓
で
あ

る
。そ

こ
で
本
論
文
第
一
章
で
は
、
天
海
の
学
識
を
三
山
「
天
海
蔵
」
の
成
立
と
典
籍

の
内
容
か
ら
考
察
し
た
。「
天
海
蔵
」
と
は
天
海
が
主
に
生
前
蒐
集
し
た
典
籍
群
で

あ
る
。
現
在
は
日
光
山
輪
王
寺
と
叡
山
文
庫
に
蔵
さ
れ
て
い
る
。「
天
海
蔵
」
に
つ

い
て
の
先
行
研
究
は
主
に
書
誌
学
の
分
野
で
あ
る
。
そ
こ
で
第
一
節
「
三
山
「
天
海

蔵
」
の
成
立
」
で
は
、
天
海
個
人
の
蔵
書
が
い
か
に
し
て
天
台
宗
の
一
大
蔵
書
「
天

海
蔵
」
と
し
て
成
立
し
た
か
を
考
察
し
た
。「
天
海
蔵
」
は
天
海
在
世
中
の
成
立
で

な
く
、
毘
沙
門
堂
公
海
が
天
海
の
寂
後
に
分
置
し
た
。
ま
た
現
在
の
通
称
と
さ
れ
る

「
天
海
蔵
」
に
つ
い
て
江
戸
期
の
使
用
例
を
確
認
し
た
。「
天
海
蔵
」
を
考
え
る
上
で

の
基
準
と
い
え
る
。
次
い
で
、
典
籍
蒐
集
の
手
段
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
常
陸
国
不

動
院
や
下
野
国
宗
光
寺
の
奥
書
は
、
史
料
上
初
期
の
天
海
所
持
を
示
す
。
そ
の
後
人

脈
や
権
限
を
利
用
し
て
典
籍
を
蒐
集
す
る
。
こ
れ
は
天
海
一
個
人
に
止
ま
ら
ず
天
台

宗
の
一
大
事
業
で
も
あ
る
。
対
象
は
天
台
、
法
相
、
真
言
、
禅
、
外
典
類
等
多
方
面

に
及
ぶ
。
こ
れ
に
は
宇
高
や
中
川
の
論
考
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
が
、
調
査
収
集
に
よ

り
情
報
は
蓄
積
さ
れ
、
本
論
で
も
新
史
料
に
よ
る
考
察
が
加
味
さ
れ
る
。
後
陽
成
院

や
中
院
通
村
、
中
原
職
忠
等
宮
中
、
青
蓮
院
尊
純
等
宮
門
跡
、
徳
川
頼
宣
、
板
倉
重

宗
の
武
家
等
、
天
海
は
人
脈
を
駆
使
し
て
典
籍
を
蒐
集
し
た
。
天
海
が
幕
府
の
宗
教

政
策
に
と
っ
て
最
重
要
人
物
で
あ
っ
た
事
が
有
利
に
働
い
て
い
る
。
次
に
天
海
版
一

切
経
を
取
り
上
げ
る
。
主
に
開
版
の
理
由
に
つ
い
て
、
願
文
の
背
景
に
あ
っ
た
世
上

の
不
安
要
素
を
指
摘
し
た
。

第
二
章
で
は
、
近
世
天
台
宗
の
成
立
過
程
を
、
門
跡
寺
院
と
天
海
を
軸
に
考
察
し

た
。
天
海
は
幕
政
関
与
以
前
は
常
陸
国
不
動
院
の
一
学
僧
で
あ
っ
た
。
当
時
比
叡
山

で
は
堂
舎
再
建
、典
籍
蒐
集
、人
材
確
保
が
急
務
で
あ
っ
た
。門
跡
は
頻
繁
に
経
済
的
・

人
材
的
馳
走
を
要
請
し
、
争
乱
で
疲
弊
し
た
地
方
寺
院
に
大
き
な
負
担
を
強
い
る
事

と
な
る
。
そ
の
中
で
天
海
が
門
跡
の
持
つ
法
流
や
権
益
を
如
何
に
捉
え
た
か
考
察
す

る
。
妙
法
院
宛
の
書
状
か
ら
、
天
台
宗
の
中
央
と
地
方
、
僧
侶
の
動
き
、
政
権
交
替

に
よ
る
影
響
を
考
察
し
た
。
そ
の
根
幹
に
あ
る
中
世
の
法
流
を
踏
ま
え
て
、
天
海
が

台
密
蓮
華
流
に
よ
る
本
末
関
係
を
構
築
し
よ
う
と
し
た
事
例
を
取
り
上
げ
る
。
妙
法

院
常
胤
の
意
図
と
、
在
地
の
天
海
等
の
実
情
と
思
惑
を
明
ら
か
に
し
た
。
次
に
天
海

が
北
野
社
の
公
事
に
関
与
し
た
例
で
あ
る
。
こ
こ
で
曼
殊
院
良
恕
と
確
執
が
あ
っ
た

か
、
寛
永
八
年
に
良
恕
が
崇
伝
に
斡
旋
を
依
頼
す
る
ま
で
良
恕
は
日
光
東
照
社
の
法

会
に
招
請
さ
れ
ず
、
座
主
就
任
さ
え
困
難
で
あ
っ
た
。
天
海
が
門
跡
の
進
退
に
内
々

関
与
し
得
た
事
実
を
踏
ま
え
、
曼
殊
院
へ
の
天
海
の
影
響
力
を
考
察
し
た
。
天
海
と

門
跡
寺
院
の
関
係
を
整
理
し
、
近
世
天
台
宗
の
形
成
を
知
る
上
で
の
一
助
と
し
た
。

第
三
章
で
は
、
天
海
が
直
接
関
与
し
た
毘
沙
門
堂
門
跡
を
取
り
挙
げ
る
。
毘
沙
門

堂
は
室
町
期
か
ら
近
世
初
期
に
か
け
て
法
脈
を
保
ち
続
け
た
数
少
な
い
脇
門
跡
で
あ

る
。
し
か
し
具
体
的
な
寺
院
経
営
を
示
す
中
世
記
録
・
文
書
は
極
端
に
少
な
い
。
慶

長
十
六
年
に
天
海
は
毘
沙
門
堂
室
を
後
陽
成
天
皇
か
ら
預
け
ら
れ
、
弟
子
の
公
海
を

門
跡
と
し
た
。
結
果
毘
沙
門
堂
は
、
時
代
の
変
革
に
よ
っ
て
そ
の
位
置
づ
け
を
大
き

く
変
化
さ
せ
る
。
加
え
て
古
来
の
朝
廷
権
威
に
よ
る
伝
統
的
門
跡
と
、
近
世
に
入
り

江
戸
幕
府
の
庇
護
の
元
権
威
を
確
立
し
た
門
跡
と
の
隔
意
も
見
ら
れ
、
朝
幕
関
係
を

考
察
す
る
上
で
非
常
に
重
要
な
事
例
と
い
え
る
。
そ
こ
で
、
近
世
初
期
毘
沙
門
堂
門

跡
の
衰
退
か
ら
再
興
ま
で
を
整
理
し
、
当
時
の
門
跡
と
そ
の
相
続
に
関
わ
る
諸
問
題

を
解
明
し
た
。

一
般
的
に
近
世
天
台
宗
は
天
海
か
ら
始
ま
る
と
言
わ
れ
る
が
、
そ
の
実
態
は
詳
ら



か
で
な
い
。
典
籍
蒐
集
、
諸
門
跡
の
動
向
、
毘
沙
門
堂
門
跡
の
復
興
と
事
例
こ
そ
異

な
る
も
の
の
、
天
台
宗
が
中
世
か
ら
近
世
に
変
質
し
て
い
く
過
渡
期
を
示
す
重
要
な

事
例
で
あ
り
、
全
て
に
天
海
が
関
与
し
て
い
る
事
は
、
近
世
天
台
宗
の
再
構
築
を
解

明
す
る
上
で
看
過
で
き
な
い
。

天
海
は
天
台
宗
の
復
興
、
再
構
築
に
迫
ら
れ
、
積
極
的
に
関
与
し
た
。
そ
れ
が
典

籍
蒐
集
、
台
密
法
流
の
整
備
・
再
構
築
、
毘
沙
門
堂
復
興
と
い
う
形
で
実
現
し
た
。

俯
瞰
す
る
に
、
天
海
の
姿
勢
は
天
正
十
八
年
史
料
上
に
顕
れ
て
、
寛
永
二
十
年
東
叡

山
で
寂
す
る
迄
変
わ
ら
な
い
。
状
況
に
応
じ
て
臨
機
応
変
に
対
処
す
る
も
、
一
貫
し

て
天
台
宗
の
整
備
・
顕
揚
と
東
照
権
現
の
威
光
倍
増
の
方
向
性
を
示
す
。
天
海
に
は

そ
れ
を
な
し
得
る
高
度
な
政
治
能
力
と
、
深
い
知
識
教
養
が
あ
っ
た
。
そ
れ
故
上
方

の
門
跡
と
独
自
の
姿
勢
で
臨
め
、
朝
廷
・
幕
府
に
渉
り
重
用
さ
れ
る
に
至
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。




